
令和８年７月から五反田文化センター
プラネタリウムの子どもの使用料が無料化
※令和8年7月1６日(木)まで、プラネタリウムは空調工事でお休みします。

品川区内に住民登録がある18歳までの子ども
（１８歳になった年度の３月３１日まで利用することができます。）

「品川区電子申請サービス」で 免除カード の申請をすると、

郵送で交付されます。 ※施設を個人で使用する場合が対象です。 

①子どもの施設使用料無料化対象のプラネタリウム投影開催時
に、五反田文化センター１階受付で「品川区立施設こども使用
料免除カード」を提示し、「免除券（仮称）」をもらう。
②５階プラネタリウムドーム入り口で「免除券（仮称）」を提
示する。＊一部、子どもの施設使用料無料化対象外の投影がございます。

対象者

申請方法

品川区文化観光戦略課五反田文化センター

利用方法
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